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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金融取引を端末装置とデータベース化した記憶手段を有する取引集約装置との間で取引
する金融取引システムであって、該取引集約装置は、
　金融取引における１日に扱える限度金額が設定されており、利用者から入力された取引
金額が前記限度金額を越えるか否かを判断し、該判断に応じて利用者が選択するためのデ
ータを生成し、該利用者の選択が取引の分割によって生じる２回目以降の取引の予約また
は該予約の取消において、前記金融取引に用いるデータを関連付けて登録し、前記予約の
選択に応じて取引する予約処理手段と、
　前記端末装置からの選択に応じて供給される取引データを関連付けた予約データとして
それぞれを登録し、管理する記憶手段と、
　前記予約処理手段の動作、該システム間の通信および前記記憶手段の動作を制御する制
御手段とを含み、
　前記予約処理手段は、さらに、前記利用者の選択が前記予約の場合、前記予約データが
含む前記取引金額に対する手数料を課金し、２回目以降の取引において、前記取引金額の
差額だけを取引する第１処理、
　前記利用者の選択が予約の拒否の場合、通常の取引する第２処理、および
　前記利用者の選択が予約の取消の場合、前記手数料を課金しないように前記予約データ
を登録する第３処理のいずれかを実行することを特徴とする金融取引システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載のシステムにおいて、前記予約処理手段は、前記取引金額が前記限度金
額を越えるか否かを判断する事象確認手段と、
　前記利用者による前記予約の登録および該予約の取消で前記予約データを登録し、前記
予約の登録の拒否で前記予約データの登録を回避し、前記手数料の課金を付した前記限度
金額の合計金額を取引する予約登録処理手段と、
　前記予約の登録されている予約取引の数を前記記憶手段から読み出して、複数の予約取
引の存在に応じて予約取引それぞれに対応する予約データとともに、該当する予約の表示
データを生成し、前記前記端末装置に表示させ、前記利用者によって選択された予約に対
する前記取引金額の差額だけの取引処理を実行する後日処理手段とを含むことを特徴とす
る金融取引システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記予約データは、予約が有ることを示すフラグ
、前記利用者を特定する口座番号、予約対象取引を特定する取引名称および予約対象金額
を特定する取引金額の組合せデータであることを特徴とする金融取引システム。
【請求項４】
　端末装置との間での金融取引を集約する取引集約装置であって、
　該取引集約装置は、取引金額が所定の限度金額を越えるか否かを判断し、該判断に応じ
て利用者が選択するためのデータを生成し、該利用者の選択が取引の分割によって生じる
２回目以降の取引の予約または該予約の取消において、前記金融取引に用いるデータを関
連付けて登録し、前記予約の選択に応じて取引する予約処理手段と、
　前記端末装置からの選択に応じて供給される取引データを関連付けた予約データとして
それぞれを登録し、管理する記憶手段と、
　前記予約処理手段の動作、該システム間の通信および前記記憶手段の動作を制御する制
御手段とを含み、
　前記予約処理手段は、さらに、前記利用者の選択が前記予約の場合、前記予約データが
含む前記取引金額に対する手数料を課金し、２回目以降の取引において、前記取引金額の
差額だけを取引する第１処理、
　前記利用者の選択が予約の拒否の場合、通常の取引する第２処理、および
　前記利用者の選択が予約の取消の場合、前記手数料を課金しないように前記予約データ
を登録する第３処理のいずれかを実行することを特徴とする取引集約装置。
【請求項５】
　情報を入力するとともに、金融取引を集約する取引集約装置の指示に応じて金融取引す
る端末装置において、該端末装置は、
　前記金融取引に要求される前記情報を入力する入力手段と、
　該入力した情報および前記取引集約装置から供給されるデータを表示する表示手段と、
　現金の入出金を扱う入出金手段とを含み、
　該端末装置は、前記取引集約装置から取引金額が所定の限度金額を越える取引か否かの
判断によって生成される予約可能性の選択肢である予約の可否および該予約の取消を前記
表示手段に選択項目として表示し、
　前記入力手段で表示した予約の可否および該予約の取消から一項目を選択し、
　前記一項目の選択が予約の場合、前記取引金額に要する手数料を課金するとともに前記
予約の項目を関連付けて予約データとして前記取引集約装置に供給し、２回目以降の取引
において前記手数料の課金なしに前記取引金額の差額だけを自動取引し、
　前記予約の取消の選択において前記手数料の課金なしに前記予約データとして前記取引
集約装置に供給することを特徴とする端末装置。
【請求項６】
　端末装置との間での金融取引を集約する取引集約装置であって、
　該取引集約装置は、取引金額が所定の限度金額を越えるか否かを判断し、該判断に応じ
て利用者が選択するためのデータを生成し、該利用者の選択が取引の分割によって生じる
２回目以降の取引の予約または該予約の取消において、取引に用いるデータを関連付けて
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登録し、前記予約の選択に応じて取引する予約処理手段と、
　前記端末装置からの選択に応じて供給される取引データを関連付けた予約データとして
それぞれを登録し、管理する記憶手段と、
　前記予約処理手段の動作、該システム間の通信および前記記憶手段の動作を制御する制
御手段とを含み、
　前記予約処理手段は、前記予約の選択に応じて前記取引金額に要する手数料を課金し、
２回目以降の取引において、前記取引金額の差額だけを取引し、前記予約の取消に応じて
前記手数料を課金しないように前記予約データを登録させることを特徴とする取引集約装
置。
【請求項７】
　情報を入力するとともに、金融取引を集約する取引集約装置の指示に応じて金融取引す
る端末装置において、該端末装置は、
　前記金融取引に要求される前記情報を入力する入力手段と、
　該入力手段から入力した情報および前記取引集約装置から供給されるデータを表示する
表示手段とを含み、
　該端末装置は、前記金融取引における取引データを前記取引集約装置に供給し、
　前記取引集約装置から取引金額が所定の限度金額を越える取引の判断によって、いかに
扱うべきか複数の選択肢を前記表示手段に表示し、
　前記入力手段で表示した選択肢から一項目を選択し、
　前記一項目の選択が予約の場合、前記取引金額に要する手数料を課金するとともに前記
予約の項目を関連付けて予約データとして前記取引集約装置に供給し、２回目以降の取引
において前記手数料の課金なしに前記取引金額の差額だけを取引し、
　前記予約の取消の選択において前記手数料の課金なしに前記予約データとして前記取引
集約装置に供給することを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融取引システムおよびその取引方法に関するものである。とくに、金融取
引システムは、取引端末装置として、たとえば銀行の現金自動預入支払機と取引センタと
で構築されたシステムであり、金融取引システムの取引方法は、現金自動預入支払機から
の情報を取引センタで管理し、この情報を基に現金自動預入支払機の振込みに要する手数
料として徴収する課金処理に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の自動取引装置は、振込先区分および振込条件ごとに分類された振込手数料
を記憶した振込手数料データベースを有するATMである。このATMは、利用者が入力操作部
に振込先入力画面を表示して振込先銀行名及び口座番号を入力させる振込先入力手段と、
振込先銀行コードおよび口座番号により振込手数料データベースを検索し、振込先区分を
確定し、その振込先区分に対応した振込条件ごとの振込手数料を確定する手数料確定手段
と、確定した振込条件ごとに振込手数料を入力操作部に表示し、利用者に前記振込条件の
一つを選択させる振込条件選択手段とを有している。
【０００３】
　従来から、現金自動預入支払機（ATM: Automated Teller Machine）には、一日の支払
い等、取引限度額が設定されている。現在、振込み詐欺の増加対策にともない取引限度額
は、被害額を抑えるためこれまで以上に低額に設定されている。
【０００４】
　高額な商品や旅行チケットを購入し、購入代金を支払うとき、購入代金が上述した取引
限度額をオーバーしてしまうことがある。この場合、送金取引は、一回で完了できない。
完了までには複数回の送金取引が実施される。
【０００５】
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　ところで、ATMによる振込取引において、振込条件およびその手数料を取引開始時にあ
らかじめ利用者に知らせる方法および装置が特許文献１に提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１６０６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、この複数回の取引の場合、最初の取引で送金手数料を支払っていても、
翌日以降の不足した送金分を再度取引するとき、時間によって金融機関は手数料を要求し
、送金者および利用者は手数料を支払っていた。送金者は、取引を完了させるため手数料
を払わされることになり、金融機関に対するクレームの大きな要因になっている。
【０００８】
　本発明はこのような課題に鑑み、法律、銀行および利用者のいずれかの都合により複数
回の取引が余儀なくされても、適切な手数料の徴収を可能にする金融取引システムおよび
その取引方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上述の課題を解決するために、金融取引を端末装置とデータベース化した記憶
手段を有する取引集約装置との間で取引する金融取引システムであって、この取引集約装
置は、金融取引における１日に扱える限度金額が設定されており、利用者から入力された
取引金額が限度金額を越えるか否かを判断し、この利用者の指示により分割された２回目
以降の取引に対する予約を登録するか否かでこの予約の項目を関連付けて予約データとし
て登録して、取引金額に要する手数料の課金を付して出金し、以降の出金において、取引
金額の差額だけの出金、ならびに手数料の課金を付した取引金額の差額の出金のいずれか
を、登録した予約情報を基に判断して、取引する予約処理手段と、予約データを予約それ
ぞれに登録し、管理する記憶手段と、予約処理手段の動作、このシステム間の通信および
記憶手段の動作を制御する制御手段とを含むことを特徴とする金融取引システム。
【００１０】
　また、本発明は上述の課題を解決するために、金融取引を端末装置とデータベース化し
た記憶手段を有する取引集約装置との間で取引する金融取引システムの取引方法であって
、この取引集約装置は、金融取引における１日に扱える限度金額が設定されており、利用
者から入力された取引金額が限度金額を越えるか否かを判断し、この利用者の指示により
分割された２回目以降の取引に対する予約を登録するか否かでこの予約の項目を関連付け
て予約データとして登録して、取引金額に要する手数料の課金を付して出金し、以降の出
金において、取引金額の差額だけの出金、ならびに手数料の課金を付した取引金額の差額
の出金のいずれかを、登録した予約データを基に判断して、取引する予約処理手段と、予
約データを予約それぞれに登録し、管理する記憶手段と、予約処理手段の動作、このシス
テム間の通信および記憶手段の動作を制御する制御手段とを含み、この方法は、端末装置
を介して、予約処理手段で利用者が入力した取引金額が限度金額を越えるか否かを判断す
る第１の工程と、取引金額が限度金額を越えた場合、予約処理手段で予約登録の可否およ
びこの予約登録の取消のいずれを選択するかの表示画面データを予約可能コードとして、
利用者が使用する端末装置に送信する第２の工程と、利用者による選択により予約処理手
段で予約の登録およびこの予約の取消で予約データを登録し、予約の登録の拒否で予約デ
ータの登録を回避する第３の工程と、取引集約装置の制御により利用者が使用する端末装
置で手数料の課金を付した限度金額の合計金額を出金させる第４の工程と、後日、利用者
が使用する端末装置から記憶手段に予約の有無の検索を送信する第５の工程と、予約処理
手段で記憶手段が利用者に該当する予約の登録を有するか否かを検索し、予約の登録の有
無に対応するデータを利用者が使用する端末装置に送信する第６の工程と、予約の登録の
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有無に対応するデータを出力し、予約の登録に応じた取引金額の差額だけの出金処理、な
らびに予約の登録の拒否に応じた手数料の課金を付した取引金額の差額の出金処理のいず
れかを端末装置に実行させる第７の工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、取引をあらかじめ取引集約装置の記憶手段に予約登録し、予約処理手
段の処理において予約登録および予約取消の場合または予約登録回避の場合に応じて手数
料を課金として付して取引金額を出金させ、以後の取引金額の差額の出金に際して、予約
登録の利用者に対して繰り返し手数料を徴収しないことから、利用者のクレームをほぼな
くすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る金融取引システムを用いた実施例の概略的な構成を示すブロック図
である。
【図２】図１の金融取引システムにおける事象チェックおよび予約登録の動作手順を示す
シーケンシャルチャートである。
【図３】図１のATM端末装置に表示される予約選択画面の一例を示す図である。
【図４】図１の金融取引システムにおける後日処理の動作手順を示すシーケンシャルチャ
ートである。
【図５】図１のATM端末装置に表示される複数の予約がある場合の一画面を示す図である
。
【図６】図１のATM端末装置に表示される予約がない場合の一画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に添付図面を参照して本発明による金融取引システムの一実施例を詳細に説明する。
図１を参照すると、本発明による金融取引システムの実施例は、取引センタ12に特徴があ
る。取引センタ12は、金融取引における１日に扱える限度金額が設定されており、制御部
12、取引データストレージ22および予約処理アプリケーション（AP）24を含み、制御部20
で予約処理AP 24の動作、このシステム10とATM端末装置間の通信および取引データストレ
ージ22の動作を制御し、予約処理AP 24では、利用者から入力された取引金額が限度金額
を越えるか否かを判断し、この利用者の指示により分割された２回目以降の取引に対する
予約を登録するか否かでこの予約の項目を関連付けて予約データとして登録して、取引金
額に要する手数料の課金を付して出金し、以降の出金において、取引金額の差額だけの出
金、ならびに手数料の課金を付した取引金額の差額の出金のいずれかを、登録した予約情
報を基に判断して、取引し、予約処理AP 24は、事象チェックAP 26で取引金額が限度金額
を越えるか否かを判断し、予約登録処理AP 28で利用者による予約の登録およびこの予約
の取消で予約データを登録し、予約の登録の拒否で予約データの登録を回避し、手数料の
課金を付した限度金額の合計金額を出金し、後日処理AP 30で予約の登録に応じた取引金
額の差額だけの出金処理、ならびに予約の登録の拒否に応じた手数料の課金を付した取引
金額の差額の出金処理のいずれかを実行することにより、取引をあらかじめ取引センタ12
の取引データストレージ22に予約登録し、予約処理AP 24の処理において予約登録、予約
取消および予約登録回避に応じて手数料を課金として徴収する可否で設定した課金付き取
引金額を出金させ、以後の取引金額の差額の出金に際して、予約登録の利用者に対して繰
り返し手数料を徴収しないことから、利用者のクレームをほぼなくすことができる。
【００１４】
　本発明と直接関係のない部分について図示および説明を省略する。以下の説明で、信号
はその現れる接続線の参照番号で指示する。
【００１５】
　金融取引システム10は、図１に示すように、取引センタ12、ならびにATM端末装置14、1
6および18を含む。取引センタ12は、供給される取引データを保持し、保持した取引デー
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タを基に利用者の要求を満足させるように金融取引および各端末装置を管理する機能を有
している。取引センタ12は、図１に示すように、制御部20、取引データストレージ22およ
び予約処理アプリケーション（AP: APplication）24を含む。取引センタ12は、サーバ装
置であってもよい。
【００１６】
　制御部20は、取引データストレージ22および予約処理AP 24の動作を制御し、また、ATM
端末装置14、16および18と取引にともなうデータ通信を制御する。制御部20は、アプリケ
ーションサーバ装置であってもよい。
【００１７】
　取引データストレージ22は、顧客の取引データを格納する記憶機能を有する。取引デー
タストレージ22は、HDD（Hard Disk Drive）, SSD（Solid State Drive）や光ディスクを
複数台組み合わせて仮想的な１台のHDDを構築する、RAID（Redundant Arrays of Inexpen
sive Disks、または Redundant Arrays of Independent Disks）として運用するようにし
てもよい。格納される取引データには、インデックスが付与されている。取引データスト
レージ22は、ソフトウェア、すなわちアプリケーションの実行に該当する取引データを取
引データストレージ22から読み出して要求に合ったデータを結び付けるデータベース処理
機能の処理に用い、さらに、得られたデータをアプリケーションそれぞれに供給する。
【００１８】
　予約処理AP 24は、事象チェックAP 26、予約登録処理AP 28および後日処理AP 30を有す
る。事象チェックAP 26は、ATM端末装置における１日あたりの取引制限金額を超えた取引
の発生の有無を判断し、判断に応じたコードを生成する機能を有する。予約登録処理AP 2
8は、利用者の選択に応じて利用者の情報、予約情報、および取引金額と実際に送金した
取引金額との差額金額を関連付けて保存登録する機能を有する。また、後日処理AP 30は
、予約登録処理AP 28で予約登録の可否に応じた手順で所定の取引を実行する機能を有す
る。
【００１９】
　本実施例の取引センタ12は、本発明の特徴として予約処理AP 24だけを図１の取引セン
タ12に明示したが、この他、引出し、預入れ、振込み、クレジット処理、残高照会、記帳
および定期取扱いのAPを有している。また、本実施例の取引は、振込みについて記述する
が、クレジット処理にも適用してもよい。
【００２０】
　ATM端末装置14、16および18は、利用者が金融取引に際して、現金の入金/出金、振込み
、クレジット、定期取扱および予約取引にともなうデータ入力、入力したデータを基に生
成された取引データの送信/受信した取引データの表示を担う機能を有する。ATM端末装置
は、たとえば銀行の支店に少なくとも１台設置されている。
【００２１】
　ATM端末装置14および16は、たとえばA銀行I支店の設置状況を示し、ATM端末装置18は、
B銀行K支店の設置状況を示している。ATM端末装置14および16、ならびにATM端末装置18は
、取引センタ12とそれぞれ、回線32および34で接続されている。
【００２２】
　次に金融取引システム10において利用者が選んだATM端末装置14と取引センタ12との間
の手順について図２を参照しながら、記述する。時刻T10で、利用者は、ATM端末装置14の
タッチパネル画面で振込みキーを押圧してATM端末装置14に振込処理を選択する。この選
択により、ATM端末装置14は、振込み準備を実行する。
【００２３】
　ここで、振込み準備としては、振込みを「現金」および「キャッシュカード」のいずれ
かを選択する。本実施例では、「キャッシュカード」による振込みを選択する。この選択
にともないタッチパネル画面には、「カードを挿入して下さい」のメッセージを表示させ
る。ATM端末装置14は、「キャッシュカード」が挿入口に挿入されると、暗証番号の入力
を要求する。正しい番号が入力されると、振込み処理に進む。
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【００２４】
　時刻T12にて振込み処理で利用者は、ATM端末装置14に、振込み先の情報として相手先の
銀行、支店、その支店における口座の種類および口座番号、ならびに振込み依頼者の名前
、電話番号、および振込金額または送金金額が利用者のタッチパネルキーの押圧によって
入力する。
【００２５】
　本実施例における振込金額は100万円で、送金の限度金額は50万である。
【００２６】
　ATM端末装置14は、時刻T14にて、これらの入力データを取引データ36として取引センタ
12に送信する。
【００２７】
　取引センタ12は、供給される取引データ36を受信する。取引センタ12は、受信に応じて
制御部20の制御により事象チェックAP 26を起動する。事象チェックAP 26は、時刻T16に
て入力された取引データ36のうち、送金金額が限度金額以上か否かを判断する。送金金額
が限度金額以上と判断したとき、取引センタ12は、支払い不可に対応するメッセージを表
示するとともに、取引電文に予約可能指示する、予約可能コードを生成し、事象チェック
を終了する。
【００２８】
　このように、予約可能の判断は、基本的に、取引センタ12で判断する。予約可能コード
を生成させる条件は、手数料が発生する時間帯に銀行の定める１日の利用限度額の制限に
限定されるものでなく、銀行側としてATM端末装置のマシントラブルにより利用者が希望
する金額を一度の取引で達成できない場合の条件も該当させる。このマシントラブルが原
因のようなとき、現地ATM端末装置の個々の動作によって、１日ないし複数日にわたって
次回の取引きを手数料なしで、実行させる予約もある。このような場合、各ATM端末装置
は、ATM端末装置の係員操作盤より係員が予約キーを押すことで、一旦、取引センタ12に
予約の旨を通知して、取引センタ12から予約可能指示コード32を受信できるようにすると
よい。
【００２９】
　銀行側だけでなく、利用者の操作ミスの場合も手数料なしにしてもよい。たとえば同じ
口座での同じ振込みを複数回実行する場合、所定の時間内での振込みを手数料なしにする
。
【００３０】
　また、送金金額が限度金額より低額と判断したとき、取引センタ12は、予約可能コード
を生成せず、この事象チェックを終了し、たとえば通常の振込み処理に進む。
【００３１】
　取引センタは、時刻T18にて生成した予約可能コード38をATM端末装置14に送信する。
【００３２】
　ATM端末装置14は、供給される予約可能コード38を受信する。ATM端末装置14は、時刻T2
0にて予約可能コード38を、取引電文としてタッチパネル画面40に表示する。
【００３３】
　取引電文は、たとえば図３に示すように、選択ボタン「予約する」42、および「予約し
ない」44を表示し、「１日の制限金額を越えています。」、「制限金額内（50万）で支払
しますか？」、および「（次回、スピーディにお取引できます）」により選択キーの内容
を説明する。また、画面40には、選択ボタン「取消」46を表示し、説明文として「取引を
やめたい場合は取消ボタンを押して下さい。」を表示する。利用者は、表示された３つの
選択ボタン42、44および46のいずれかを選択する。
【００３４】
　具体的には、利用者が、時刻T22にて選択ボタン「予約しない」44を選択入力したとき
、予約登録が不要であるから、取引センタ12と通信することなく、時刻T24の出金処理に
進む。また、利用者が、時刻T22にて選択ボタン「予約する」42を選択入力したとき、時
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刻T26の予約データの送信処理に進む。さらに、利用者が、時刻T22にて選択ボタン「取消
」46を選択入力したとき、時刻T28の予約データの送信処理に進む。
【００３５】
　時刻T26での予約データの送信処理（予約）は、予約データ48をATM端末装置14から取引
センタ12に送信する処理である。予約データとは、予約が有ることを示すフラグ、ユーザ
を特定する口座番号、予約対象取引を特定する取引名称および予約対象金額を特定する取
引金額の組合せデータである。とくに、取引金額は、換言すると、希望する出金金額と実
際に取引した出金金額との差額金額である。
【００３６】
　本実施例における予約データ48の取引金額は、差額を示すことから、希望する出金金額
100万円と実際に取引した出金金額、すなわち制限金額50万円との差額である50万円であ
る。取引センタ12は、時刻T30にて予約登録処理AP 28により供給された予約データが含む
項目それぞれを関連付けて、取引データストレージ22にデータベース化して保存登録する
。このとき、手数料の課金徴収用フラグも立てて、保存登録するとよい。
【００３７】
　取引センタ12は、時刻T32にて予約の登録完了52を、予約指定したATM端末装置14に送信
する。
【００３８】
　次にATM端末装置14は、時刻T24にて手数料付き制限金額50万円の出金を取引センタ12に
送信する（課金徴収の出金通知54）。取引センタ12は、「キャッシュカード」を利用して
いることから、預金に対する出金分を減額する出金計数を算出する。
【００３９】
　取引センタ12は、時刻T34にて算出した出金計数の結果をATM端末装置14に送信する。AT
M端末装置14は、この後、指示した金額の紙幣分を放出し、カードを利用者に返却する。
【００４０】
　また、前述した時刻T28での予約データの送信処理（取消）は、予約データ50をATM端末
装置14から取引センタ12に送信する処理である。この場合も、予約データとは、予約が有
ることを示すフラグ、ユーザを特定する口座番号、予約対象取引を特定する取引名称およ
び予約対象金額を特定する取引金額の組合せデータである。ただし、取引金額は、希望す
る出金金額と「取消」による実際に取引した出金金額「ゼロ」との差額金額であるから、
100万円である。
【００４１】
　取引センタ12は、時刻T36にて予約登録処理AP 28により供給された予約データが含む項
目それぞれを関連付けて、取引データストレージ22にデータベース化して保存登録する。
手数料の課金徴収用フラグも立てずに、保存登録するとよい。後述するように、後日処理
での振込み時に「予約」済みとして画面に表示させることができる。このときも、後日処
理が初回の取引になるから、この初回だけ手数料を課金徴収するとよい。
【００４２】
　取引センタ12は、時刻T38にて予約の登録完了58を、予約指定したATM端末装置14に送信
する。したがって、「取消」の選択では、手数料も制限金額50万円の出金も生じない。ま
た、「取消」を選択しても、予約データが入力されるように動作する。必ず、取引は実行
されることから、煩雑な再入力を避けるためである。このように、「取消」を選択すると
、ATM端末装置14は、この後、カードを利用者に返却する。
【００４３】
　ただし、「取消」の選択時に予約データを入力しない手順の場合、予約登録はせず、次
回に振込み手続きの入力を実行させるように動作させるとよい。
【００４４】
　次に後日の送金処理の基本的な手順について図４を参照しながら、記述する。利用者は
、支店内にあるATM端末装置14および16のいずれかを用いて、後日、不足分を振り込む。
本実施例では、ATM端末装置16を用いる。このとき、利用者は、図示しないが、タッチパ
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ネル画面の取引処理を選択する選択ボタンとして「予約取引」を選択する。ATM端末装置1
6は、時刻T50にて取引センタ12に取引データ60として送信する。取引データ60は、利用者
がタッチパネル画面内で選んだ「予約」を示すデータおよび利用者の口座番号を含むデー
タである。
【００４５】
　すなわち、利用者が選択されたATM端末装置16は、前述した「キャッシュカード」およ
び「暗証番号」の入力操作をすでに実行していることは言うまでもない。
【００４６】
　取引センタ12は、取引データ60の供給に応じて制御部20を動作させ、時刻T52にて制御
部20の制御により後日処理AP 30を起動する。後日処理AP 30の起動により、後日処理を実
行する。
【００４７】
　後日処理AP 30は、時刻T54にて供給された予約取引に該当する予約データの有無を取引
データストレージ22にアクセスし、予約取引の数を判断する。後日処理AP 30は、該当す
る口座に対して登録されている複数の予約取引を取引データストレージ22から読み出し、
予約コードを生成したとき、時刻T56にて生成した予約コード62をATM端末装置16に送信す
る。
【００４８】
　予約コード62は、予約時に登録した取引データとともに、図５に示す画面表示データで
ある。図５の画面表示データには、選択入力ボタン「予約１」64および「予約２」66を含
んでいる。
【００４９】
　また、後日処理AP 30は、該当する口座に対して登録されている予約取引が取引データ
ストレージ22にないことを確認し、表示データを生成したとき、時刻T58にて生成した表
示データ68をATM端末装置16に送信する。
【００５０】
　ここで、表示データ68は、図６に示す画面表示データであり、選択入力ボタン「確認」
70を含んでいる。
【００５１】
　さらに、後日処理AP 30は、該当する口座に対して登録されている１つの予約取引を取
引データストレージ22から読み出し、予約コードを生成したとき、時刻T60にて生成した
予約コード72をATM端末装置16に送信する。「予約」が１つだけしかないことから、選択
が不要である。したがって、予約コード72には、予約時に登録した取引データだけで、画
面表示データを含んでいない。
【００５２】
　ATM端末装置16は、時刻T62にて前述した２つの判断で得られた予約コード62で利用者が
選択した「予約」や予約コード72の「予約」に対する不足分の出金を自動出金処理により
送信する。この出金に際して、手数料は予約時に所要の手数料が課金徴収されていること
から、今回の処理では発生しない。
【００５３】
　また、ATM端末装置16は、表示データ68を基に生成された表示画面において選択入力ボ
タン「確認」70の押圧操作に応じて「キャッシュカード」を返却する。したがって、前回
、送金の限度金額を越えた振込み処理時に「予約しない」を選択して、振り込んだ場合、
従前のように振込処理する度に手数料が課金徴収されることになる。
【００５４】
　取引センタ12は、「キャッシュカード」を利用していることから、預金に対する出金分
を減額する出金計数を算出する。
【００５５】
　取引センタ12は、時刻T64にて算出した出金計数の結果をATM端末装置16に送信する。AT
M端末装置16は、この後、指示した金額の紙幣分を放出し、カードを利用者に返却する。
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【００５６】
　このように動作させることにより、取引センタ12で予約を管理にともなって振込場所を
自由に選ぶことができ、利用者の負担を軽減させることができる。また、振込みの規則を
厳守しながら、分割振込にともなって生じていた手数料の過剰な徴収も避けることができ
る。
【００５７】
　したがって、これまで利用者が分割振込で懐いていた不満を解消させることができる。
【００５８】
　本実施例は、予約処理AP 24を取引センタ12に設けたが、図１のノート78の位置に支店
を統括するサーバが配設されている場合、金融取引システム10は、予約処理AP 24をこの
サーバに設けるようにしてもよい。この場合、後日、不足分の送金は、予約した支店から
送金するように振込場所が限定されるだけで、これ以外何等問題なく振込みすることがで
きる。
【００５９】
　本実施例は、制限金額にともなう複数回にわたる分割振込であったが、これに限定され
ず、１日に同じ口座で複数回同じ振込みを実行する場合、ATM端末装置側の情報を用いて
、２回目以降の手数料をなくすように処理してもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　10　金融取引システム
　12　取引センタ
　14、16、18　ATM端末装置
　20　制御部
　22　取引データストレージ
　24　予約処理AP
　26　事象チェックAP
　28　予約登録処理AP
　30　後日処理AP
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